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新谷森ノ前遺跡2次

事 業 名　一般国道196号今治道路関連埋蔵文化財調査

委 託 者  愛媛県（事業主体：国土交通省四国地方整備局）

調査主体　公益財団法人愛媛県埋蔵文化財センター

調査場所　今治市新谷甲255-7ほか

調査期間　平成26年4月1日〜平成27年3月31日

調査面積　27,820㎡（予定）のうち8,450㎡

         （H24年度調査分含む）

現地説明会資料

愛媛県今治市 平成26（2014）年6月29日（日）

3 区　官衙関連遺構3 区　官衙関連遺構

　新谷森ノ前遺跡 2 次の発掘調査は、3 年

目に入りました。今年度は、一昨年度に検

出した「官衙 ( 役所 ) 関連遺構」と推定され

る掘立柱建物群に隣接する地区（7 区）と、

昨年度調査した集落域の北側および官衙関

連遺構付近から延びる溝の延長部分（4 区）

から調査を開始し、古代と弥生時代の遺構、

遺物が見つかりました。
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平成 26 年度は 4区西側と 7区の丘陵部の調査を実施し、主に
　やよいじだい　

弥生時代と
こだい

古代の
いこう

遺構、
いぶつ

遺物が検出できました。

弥生時代：7区から溝と竪穴建物 11 棟が検出されました。溝は昨年度 4区で検出された溝
の続きで、その長さは約 90mありました。完形に近い土器が入れられており、
時期は後期 ( 約 1,900 年前 ) です。また竪穴建物 SI08 は焼失住居で、焼土や炭化
材が良好な状態で残っていました。

古　　代：4区では溝と掘立柱建物群、7区では掘立柱建物群を検出しました。4区の溝
SD101 は 3 区からの続きで、その長さは約 130mあり、墨書土器・施釉陶器 ( 緑
釉・灰釉 )・赤色塗彩土師器・瓦・硯・金属製品などが出土しています。
　7区の掘立柱建物群は、3区の掘立柱建物群と同様に南北および東西を指向し、
規則的に配置された様子をうかがうことができます。このように出土遺物や建物
配置から古代新屋郷における中心域で『官衙関連遺構』の可能性が考えられます。

たてあなたてものみぞ

ほったてばしらたてものぐん

ぼくしょどき せゆうとうき

ゆう かいゆう せきしょくとさい きんぞくせいひんかわら すずりは じ き

かんがかんれんいこうにいやごう

りょく

しょうしつじゅうきょ

凡例
H26年度調査区

撹　乱

古　代

弥生時代

か ん が か ん れ ん い こ う

官衙関連遺構
か ん が か ん れ ん い こ う
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新谷森ノ前遺跡 2 次調査の主な遺構

4 区 : 溝 SD101 遺物出土状況

7区 : 竪穴建物 SI08 焼土・炭化材出土状況

7区 : 遺構検出状況

7区 : 掘立柱建物SB01 検出状況

7区 : 掘立柱建物SB03・04検出状況

SI08

SD101

7 区 :SB03SP5 柱出土状況

SB01
SB03

SB04

SD02

7 区 :SD02 遺物出土状況

7区 :SD02 遺物出土状況



墨書土器

古代の役所跡か？

〜土に眠る文字資料〜

　今回の調査では、古代の溝から墨書土器が2点出土しました。墨書土器とは、

古代の人々が使っていた器に墨で文字や記号・絵をかいたものです。文字は、

当時のその土器の名称や用途、役所や寺院の名称、人物名や職名・身分、地

名などを表し、記号や絵には、信仰や呪いの意味が込められています。古代

の政治や風俗を知る上で重要な遺物の一つです。

　今回見つかった墨書土器のうち、須恵器に書かれた１点は、「万」という１

字がはっきりと読み取れます。この「万」という文字には数字の意味もあり

ますが、「万呂」という人物名を示す、あるいは、吉祥を意味する文字として

墨書土器（4 区 SD101 出土）

記された可能性も考えられます。

溝の上流では古代の役所跡と考

えられる掘立柱建物群が見つ

かっており、墨書土器はそれら

の施設で使用されたものと考え

ています。

ぼく しょ  ど    き

　朝廷は、国・郡・郷の制度（西暦 715 年以降 )

により古代の地方支配を行いました。史料によ

ると、新谷森ノ前遺跡の所在する越智郡には 10

の郷があり、その一つに『新屋』の名が見えます。

　7 区では、北の方位を意識した建物群が捉え

られました。そして、京都や東海地方産の施釉

陶器（緑釉・灰釉）のほか、赤色塗彩土師器、

墨書土器、瓦や硯など、古代の役所跡でよく出

土する遺物も見つかっています。よって新屋郷

の官衙に関連する施設の可能性が考えられます。
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